
豊橋市教育委員会告示第２号 

豊橋市立小学校及び中学校の通学区域等を定める規程（平成18年豊橋市教育委員会

告示第18号）の一部を次のように改正する。 

  令和４年１月２６日 

                    豊橋市教育委員会 

 次の表のように改める。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表第１（第２条、第５条関係） 別表第１（第２条、第５条関係） 

中学

校名

小学

校名

区域 

（略） 

南稜 （略） 

野依 野依町（字上藤ヶ谷、字

西新切を除く。）、若松

町、野依台一丁目 

大 清

水 

大清水町（字娵田５番地

の11を除く。）、東大清

水町、南大清水町｛字藤

ヶ谷、字元町、字富士見

（112番地、114番地の２、

3 5 2番 地 か ら 4 3 6番 地 ま

で、495番地から868番地

まで）｝、野依町（字上

藤ヶ谷、字西新切）、野

依台二丁目 

（略） 

中学

校名

小学

校名

区域 

（略） 

南稜 （略） 

野依 野依町、若松町、野依台

一丁目 

大 清

水 

大清水町（字娵田５番地

の11を除く。）、東大清

水町、南大清水町｛字藤

ヶ谷、字元町、字富士見

（112番地、114番地の２、

35 2番地から 43 6番地ま

で、495番地から868番地

まで）｝、野依台二丁目

（略） 

附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 


